
 京都市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年７月８日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市都市公園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表第２更衣室（伏見桃山城運動公園野球場のみ）の項中「７１０」を「８８０」に改

め、同表役員室（伏見桃山城運動公園野球場のみ）の項中「１，５２０」を「１，９００」

に改め、同表審判控室（伏見桃山城運動公園野球場のみ）の項中「１，０１０」を「１，

２６０」に改め、同表放送室（伏見桃山城運動公園野球場のみ）の項中「４，０７０」を

「５，０８０」に、「１，０１０」を「１，２６０」に改め、同表夜間照明設備の項中「１，

０４０」を「１，３００」に改め、同表拡声器（電源を含む。）の項中「６２０」を「６５ 

０」に改め、同表スコアボードの項中 

「   

を 

「    
 ２００   ２５０  

に改 
 ２００   ２００  

 ２００   ２００  

 ２００   ２５０  

  」   」  
め、同表大会用テント（大）の項中「１，０１０」を「１，０６０」に改め、同表大会用

テント（小）の項を次のように改める。 

大 会 用 テ ン ト （ 小 ） １ 張 り １ 日 ５２０ 

補 助 い す １ 脚 １ 日 １００ 

長 机 １ 脚 １ 日 ２１０ 

 別表第３広告を表示する期間の項中「３，１３０」を「３，２８０」に、「１０，５００」

を「１１，０２０」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

３１



２ この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）

の規定による付属設備の利用に係る料金及び広告の表示に係る料金の承認の申請その

他地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者にこれらの料金を収受させ

るために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３  改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 


